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政策対応予算の 特性

r 審議会答 申 ・概算要求 ・年度予算をめ ぐっ て一

1． 大学政策の 転換 と研究の 目的

　政府部門の 見直 しが進め られ て い る。文部科

学省は 2001年 6 月、小泉内閣の かか げる 「聖

域な き構造改革」 計画に則 し、「大学 （国立）

の 構造改革の 方針」を提示 した 。 そ の 指針で は、

  国立大学の 再編 ・統合、  民間的発想の 経営

手法を導入 した 「国立大学法入」 へ の 移行、 

国立大学に第三者評価 に よる競争原理 を導入

し、国 公私 を通 じた競争的資金 の 拡充に よ り

「トッ プ 30」の 大学を世 界最高水準 に育成 （21

世紀 COE プ ロ グラ ム ）、の 三点が示 された 。

　こ の よ うな国立 大学財政の 効率化 を掲 げる

に至 るまで、大学財政は どの ように執 り行われ

て きた の か 。 支出 ・負担 ・需給 の側面か ら、高

等教育にお け る財政研 究は広 く取 り組まれて

きて い る。しか し、財政の 見直 しに端を発 して

発表 された国立大学政策の 転換は、こ れ まで分

析の 対象 とされ なか っ た 文部科学省 の 予算要

求や年度予算を 、 大学財政政策の検証、そして

政策評価の ひ とつ の 視点 とし て 省み る時で あ

る こ とを示 して い る 。

　本報告で は、文部科学省が政策方針 とし て 用

い る審議会答 申お よび、次年度に改革す る施策

に必要な予算要求 となる概算要求 、 年度施策の

財源 とな っ た予算 の 変化に注 目 し、高等教育政

策の 評価 を 目的に財政面 か ら の ア プ ロ ーチ を

試み るもの で ある。

2．審議会答申対応の 概算要求事項

　限 られた政府資源に対 して 、 予算要求に結び

つ く施策は厳選 され るこ とになる。予算編成過

程 にお い ては 、 文部科学省は 主に、審議会答 申

の 建議 、 評議会の 審議決定、国立大学 との ビ ア

リン グを通 して 、 概算要求を決定 して い く。概
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算要求提出後、財 務省 ・経済財政諮問会議に よ

る査定や点検を受 ける場面 にお い て、審議会答

申は予算説明の 重要な役割 を果たす。

　文部省の 諮問機関であ る中教審は、1952 年

の設置以降、大学の 目的 ・性格、設置 ・組織編

成、管理運営、入 学試験、財政、学生 の 厚生補

導に つ い て、設置形態、教育費負担に つ い て の

提言 を行 っ た 。 概算要求には 、 高等教育の 種別

化に 向けた国立高等教育機関の 整備、入 学者人

口 の 増加に対す る機 関の創設 ・学部学科の拡充

や定員増の 対策が示 された。

　 中曽根内閣直属の 臨教審は、85 年か ら 87年

の 間 、 4 次にわた る答申の なか で 、高等教育の

高度化 ・多様化 、 生涯学習体系 へ の 移行、財政

配分 の 適正化 を提言 した 。 大学院 へ の 重点投資 、

設置形態を越 えた資源配分、情報化対策が概算

要求事項をもっ て 現われ た 。

　1987 年 7月 、 第 109 回 国会で 大学に関する

基 本的事項 に つ い て 調査 審議す る大学審議会

の創設が決議 され た 。 文部省内に置か れた大学

審は、2000 年度まで に 20 以 上 の 答申を提出

し て い る 。 そ の 内容は 、大学院制度、大学教育、

学位制度、大学設置基準、教員 の 任期制度、高

等教育計画、夜間お よび通信制大学院、大学 ・

大学院入 試 ・入 学者選抜 に つ い てな ど、多岐 に

わ た る 。 こ れ らは 、臨教審 の 提言の 具体化 を 目

指す事項 とし て 、予算要求の 上 で も明確な形で

表現 されて きた。

3．設置形態 と政策的予算 ・経常的予 算

　文部科学省 高等教育局 に お ける 政策対応予

算は 、 文 部科学省が設置者 で ある 国立高等教育

機関を対象と した事項 に限 られて 組 まれ る 。 こ

れに対 して 、 公私 立機関 へ は 、補助ない し助成

の 形 で 資源配分が行われ る 。 文 部科学省に よ る
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公 立大学補助 は 、 1973 年に始ま り、そ の 中心

は医科系大学 の 経常費補助 にある。私学助成は

1975年の 厂私立 学校振興助成法1 の 制定 によ

り、経常費補助が行われ て い る。

　設置形 態を越 えた予 算には 、「官 ・ 民役割の

見直 し」 を検討 した臨教審の 提言の 後、1987

年度 の 概 算要求か ら、「大学院の 充実と改革」

事項に、国公 私立 を通 じ優れ た教育研究実績を

上 げて い る大学院に対 して 重点配 分 を行 うこ

とが説明 され た例が ある 。
こ の 要求は 1992 年

度ま で継続 し て 行われ た。

　1990 年代、経済不況期に 入 り、予算 （案）

に変化が起こ っ た 。 国立大学 へ の 政策的経費の

減額で ある （表 1）。 国立学校全体の 歳出は増

加 して い るが 、文部科学省高等教育局の 国立大

学対応予算は 削減され て き て い る 。

表L国立大学予算一歳出と政策的予算
　　　　　　　　　　　　　　　　　戦 臆円

年度　　　　　　　1970　1975　198G　l985　1990　1993　19ee　le99

　　　　　 昭和45昭和50昭和55昭和60　平成2　平成5　平成8 平成ロ

国立学校歳出　　　　1，810　4，3317，2119，23111，83314，ll615，617！5，913

国立大学改革・整億翠　 533　1，476　2，eSO　2，e312，275　 228　3］0　 3S2

国立学校施設整備費　　483　1，0盟　2，C6T　1，449　1，442　1，820　2，644　 882
X，国立学校特別会計予算執務ハ ンドブック平成12年度ee

−io4頁、文部広報結刷版Ne，6−Uより作1

　それ に比 して 、私 立大学の 特別補助の 伸び 率

は年々 高くな っ て い る （図 1）。 近年 、 高度化

推進特別 経費 ・情報化推進特別経費の 増額が顕

著とな り、2002 年度予算で は、従来の 特別補

助の 項 とは別 に 「私立大学教育研究高度化推進

特別補助」 の 項が新た に設 けられ た 。

の
一

般補助 の補助 率の 減少がみ られる。公立 大

学に つ い て も 、 97 年度予算で は 医師養成、98

年度は看護系 へ の 補助が廃止 されて い る、

図 L 私 立大学経常 費補助の 推移
単位

・億円

　 　 ※ 日 本私立 大学 協会 『私立 大学関係政 府予 算 ・税制閨係 資料』 よ り虚

他方 、 経常的経費に視点を移す と、私立 大学

4． 予 算の 目的と資源配分

　現 在、政府 の 予算の 目的は、第
一

に資源配分

の 調整 、第二 に所得 と富との 分配調整、第三 に

経済の 安定化の 達成 とされて い る 。 文部科学省

の財 政は、資源配分の 調整 とし て国立大学に よ

る教育研究の供給 と生産 を、分配調整 として 奨

学事業を 、 安定化 と して 公私 立機 関の 経常費補

助 を行 っ て きたこ とが い えよ う。

　 しか し、経済成長の 低迷の なか で 、 国立大学

の 予算におい ては 、人件費 ・施設設備費に割か

れる比率が高ま り、政策的事項 へ の 資源投入 が

困難 になっ て い る。社会的価値財 の 創出を目的

とした国立大学財政が、今 日、国立機関の 経済

安定化 を 目的 と して 機能 して い る とい う現実

が浮 か び 上が る 。

　反対に 、 私学 に対 しては 、 人 件費等 の 経常的

経費の 補助率を下 げて 、特別補助 の 割合 を増大

して い る 。 教育研究、特に 大学院に よ る 教育研

究を特別補助に よ っ て 推進する こ と で 、価値財

の 創出を図 っ て い る 。 私 学経営の 安定化 を 目的

に始 ま っ た助成策が 、徐々 にそ の 機能を変え つ

つ ある 。

　国 立 大学 の 経常的経費の 確保 と私学の 政策

的経費の増加 は、文部科学省 の 財政にお ける 目

的の 混乱を明示 して い る。こ うした状況にお い

て 、従来 の設置形態別 に よる資源配 分の 説明は

困難で ある。 行財政構造改革 の 時期に あ っ て は 、

文部科学省 が国立 大学の 設置者 として の 立場

以前 に、高等教育全体の 展望を示す責任 をもつ

立場か ら財政を見直す姿勢 が求められて い る。
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